
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の認可・確認の新規承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・運営者： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員

利　用　定　員
100人 ０歳児： 6人 1歳児： 8人 2歳児： 12人 ３歳児： 24人 ４歳児： 24人 ５歳児： 26人

変更内容： 事業開始：

基準 申請

　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上

合計 6.6 ㎡ < 193.9 ㎡

(２）設備基準

乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設

　・　乳児室又はほふく室、医務室、調理室、便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室及び便所を設けること。 適合 設備あり

適合 設備あり ☑耐火建築物　☑常用として屋内階段、避難用として避難滑り台を設置　

☑転落防止措置

適合 保育士 1人

※　保育従事者を１人とする場合２つの要件のいずれかを満たしているか。 適合 ☑保育施設と一体的に運営し、かつ保育施設から支援が得られ、専従者が保育士

☑当該施設を利用している乳幼児の人数が3人以下で、保育施設の保育士による支援が得られる

基準 申請

０歳児 6人 ÷　　 ３ = 2.0人 2人

１、２歳児 20人 ÷　　 ６ = 3.3人 4人

３歳児 24人 ÷　　20 = 1.2人 2人

４、５歳児 50人 ÷　　30 = 1.6人 2人

合計 8.0人 < 10.0人

適合 -

適合 必要事項の記載予定を確認

適合 必要事項の記載予定を確認(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

Ⅲ　食事

(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。

　・　３歳児：20人につき１人以上

　・　４、５歳児：30人につき１人以上

Ⅳ　運営

※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入

(１)　外部委託

(２)　保育士の数　※参考として、認定こども園の職員配置数を記載。

適合

　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）

　・　０歳児：３人につき１人以上

　・　１、２歳児：６人につき１人以上

埼玉県和光市広沢１－５－５３

社会福祉法人光輪会 理事長　喜多濃　定人 小林　健

満２歳以上の幼児を入所させる施設

認可・確認基準

R8.2.1

時点

和光なかよしこども園 幼保連携型認定こども園

確認状況

(１)　保育士、市長が行う研修を修了した者を配置しているか。

(１)　面積基準

適合　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

変更内容　/　変更時期

地域における子育て支援の一環として、乳児等通園支援事業を新たに実施するもの。

（生後10か月から満3歳未満までの児童）

計２人

令和８年９月

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。

Ⅱ　職員

Ⅰ　設備

０歳～満3歳

未満児
3.3㎡ × 2人 = 6.6 ㎡ 193.89
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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の認可・確認の新規承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・ 運営 者： 代表者名： 施 設 長 ：

認　可　定　員

利　用　定　員
19人 ０歳児： 3人 1歳児： 8人 2歳児： 8人

変更内容： 事業開始：

基準 申請

　・　乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は２歳に満たない幼児１人につき3.3㎡以上

合計 6.6 ㎡ < 27.0 ㎡

(２）設備基準

乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる施設

　・　乳児室又はほふく室及び便所を設けること。 適合 設備あり

　・　保育室又は遊戯室及び便所を設けること。 適合 設備あり

ー 対象外

適合 子育て支援員 1人

※　保育従事者を１人とする場合２つの要件のいずれかを満たしているか。 適合 □保育施設と一体的に運営し、かつ保育施設から支援が得られ、専従者が保育士

☑当該施設を利用している乳幼児の人数が3人以下で、保育施設の保育士による支援が得られる

基準 申請

０歳児 3人 ÷　　 ３ = 1.0人 2人

１、２歳児 16人 ÷　　 ６ 合計 2.6人 4人

合計+1 5.0人 < 6.0人

適合 調理室あり ・　調理員 1人以上 =< 調理員 2人

適合 必要事項の記載予定を確認

適合 必要事項の記載予定を確認

Ⅲ　食事

(１)　自園調理

Ⅳ　運営

(１)　重要事項説明書又は入園のしおり等に必要な事項を定めているか。

　（小規模保育事業所A型は基準以上の保育士を配置、B型は基準の半数以上の保育士を配置すること）

適合

(２)　運営規程に必要な事項を定めているか。

(１)　保育士、市長が行う研修を修了した者を配置しているか。

(２)　保育士の数　※参考として、小規模保育事業所の職員配置数を記載。

　・　０歳児：３人につき１人以上

※年齢別基準：小数点第２位切り捨て、合計：小数点以下四捨五入

満２歳以上の幼児を入所させる施設

　・　保育室等を２階以上に設ける場合は、必要な要件を満たすこと。

　・　１、２歳児：６人につき１人以上

Ⅱ　職員

変更内容　/　変更時期

地域における子育て支援の一環として、乳児等通園支援事業を新たに実施するもの。

（満１歳から満３歳未満までの児童）

計２人

令和８年６月

認可・確認基準 確認状況

Ⅰ　設備

満１歳～満

３歳未満児
3.3㎡ × 2人 = 6.6 ㎡ 26.99

(１)　面積基準

適合　・　保育室又は遊戯室の面積は、満２歳以上の幼児１人につき1.98㎡以上

R8.2.1

時点

第２ひだまりの保育園 小規模保育事業所A型 埼玉県和光市丸山台１－５－５３

株式会社アイサニー 代表取締役　柴田範之 柴田範之
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